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社会福祉法人 桜江福祉会 訪問介護センターさくらえ 

介護予防・日常生活支援総合事業 

第 1号訪問事業（指定相当訪問型サービス）重要事項説明書 

 

 

１． 事業の目的と運営方針 

要支援状態にある方に対し、適正な介護予防・日常生活支援総合事業第 1 号 訪問事業（指定

相当訪問型サービス）（以下 「指定相当訪問型サービス」という）を提供することにより要支援

状態の維持、改善を目的とし、目標を設定して計画的にサービスを提供します。また、関係市町

村、地域の保健・医療・福祉サービスと連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。 

 

２．事業所の内容 

事 業 所 名 訪問介護センターさくらえ 

所 在 地 江津市桜江町小田１３８番地１ 

指定事業所番号 ３２７１８００３３０ 

管 理 者 氏 名 森 脇  佳 子 

電 話 番 号 ０８５５－９２－１４４１ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０８５５－９２－１４４０ 

通常のサービス 

提供実施地域 
江津市全域 

 

３．当事業所の職員体制 

 業務内容 常勤 非常勤 計 

管 理 者 業務の一元的な管理 1名（兼務） ― 1名 

サービス提供責任者 
訪問介護サービス内

容の管理 
２名（兼務） ― ２名 

訪問介護員等 訪問介護の提供 
３名 

〈１名兼務〉 
１名 ４名 

○ 訪問介護員は、常に身分証明書を携帯していますので、必要な場合はいつでも掲示を

求めることができます。 

 

４．サービスの提供時間帯 

       午前８時００分から午後５時３０分（１月１日～１月３日までを除く） 

 

５．サービス内容 

（１）生活全般にわたる生活支援（入浴、排泄、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事） 

（２）栄養改善相談及び指導 

（３）健康状態の確認 

 

６．利用料金 
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（１）利用料 

    指定相当訪問型サービスを提供した場合の利用料の額は「浜田地区広域行政組合介護

予防・日常生活支援総合事業実施要綱」（平成２９年浜田地区広域行政組合告示第１号）

に定める基準によるものとし、当該介護予防訪問介護（従来型）が法定代理受領サービ

スであるときは、利用料のうち各利用者の介護負担割合証に記載された割合に応じた額

とします。 

    

サービス 区 分 
利用料金/月 

自己負担１割 

自己負担 

２  割 

自己負担 

３  割 

介護予防訪問介護費（Ⅰ）要支援１・２ １，１７６円 ２，３５２円 ３，５２８円 

介護予防訪問介護費（Ⅱ）要支援１・２ ２，３４９円 ４，６９８円 ７，０７４円 

介護予防訪問介護費（Ⅲ）要支援２ ３，７２７円 ７，４５４円 １１，１８１円 

 ∗ 特別地域訪問介護加算：所定単位数に１５％を加算 

∗ 介護職員処遇改善加算：所定単位数に１８．２％を乗じた単位数 

    前記１のサービスを提供する地域にお住まいの方は無料です。それ以外の地域の方で、 

当事業所のサービスを利用される場合は、サービスの提供に際し、実施地域を越えた地 

点から１ｋｍあたり４０円で算出した額を交通費としていただきます。 

（３）利用の中止 

    利用者の都合でサービスを中止する場合には、できるだけサービス利用の前々日までに 

ご連絡ください。 電話 ９２－１４４１ 

（４）サービスの利用に関する留意事項 

① 利用者の住まいで、サービスを提供するために使用する、水道・ガス・電気等の費用

は利用者のご負担になります。 

② サービス提供の際の事故やトラブルを避けるため、日常的金銭管理・財産管理に   

ついては、生活援助として行う買い物等に伴う小額の金銭の管理以外は、取り扱いし

ません。 

   ③ 利用者又はその家族は、体調の変化があった際には事業所の従業者にご一報ください。

事業所では、原則として利用者宅の鍵のお預かりはいたしません。鍵の取り扱いにつ

いては、利用者又はその家族とご相談させていただきます。従業者に対する贈物や飲

食のもてなしは、お受けできません。 

（５）利用料金のお支払方法 

① サービスを利用した場合、翌月の１０日までに前月分の利用料の請求をいたします。 

② 支払方法 

  （イ）当事業所指定の金融機関への口座振替 

    （ロ）当事業所指定の金融機関（島根農業協同組合さくらえ支店 ）への口座振込み 

    （ハ）現金による支払い 

③ 口座振替日は翌月の２０日です。現金集金は、翌月の２０日までに、訪問介護員にお

支払いください。 

④ お支払いいただきましたら、領収書を発行しますので、大切に保管してください。 

 

 

７．事故発生時の対応方法 
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  サービス提供時に利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、応急措置、

医療機関への搬送等の措置を講じ、速やかに市町村及び利用者の家族に連絡するとともに、顛末

記録、再発防止対策に努めその対応を協議します。 

  利用者の病状の急変やその他必要な場合には、下記に記載の主治医（かかりつけ医）ならび

にご家族の方に直ちに連絡し、必要な措置を講じます。 

 氏  名 
連絡先 

（電話番号） 

住  所 

（所在地） 

主治医（かかりつけ医） 
 

 
  

ご家族（      ） 
 

 
  

その他（      ） 
 

 
  

 

８．非常災害対策 

  事業者は、非常災害その他緊急の事態に備え、必要な設備を備えるとともに、常に関係機関

と連絡を密にし、とるべき措置についてあらかじめ消防計画を作成し、消防計画に基づき、従

業者等の訓練を行います。 

 

９．サービス利用方法 

（１）サービス利用開始 

   まずは、お電話等でお申し込みください。当事業所職員がお伺いします。訪問介護計画 

と同時に契約を結び、サービス提供を開始します。居宅サービス計画書の作成を依頼して 

いる場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。 

 （２）サービスの終了 

     利用者のご都合でサービスを終了する場合、サービスの終了を希望する日の１週間前ま

でに文書でお申出ください。当事業所の都合でサービスを終了する場合、人員不足等や

むを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がございます。 

その場合は、終了１ヶ月前までに文書で通知いたします。 

（３）自動終了 

   以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的に終了いたします。 

① 利用者が介護保険施設に入所した場合 

② 介護給付費でサービスを受けていた利用者の要支援認定区分が、要介護及び非該当 

(自立)と認定された場合。または事業対象者から外れた場合。 

※この場合、条件を変更して再度契約をすることが出来ます。 

③ 利用者がお亡くなりになった場合 

 

１０．利用者の尊厳 

   利用者の人権・プライバシー保護のため業務マニュアルを作成し、従業者教育を行います。 

 

 

１１．個人情報の保護 
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    事業所及び従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密の保持を厳守します。 

 

１２．虐待防止 

事業所は、虐待防止に関する責任者の設置、従業者に対する虐待防止啓発のための定期

的な研修実施、成年後見制度を活用した権利擁護、苦情解決体制の整備、自治体における

虐待防止に関する相談窓口の周知等、虐待防止のための措置を講ずるよう努めるものとし

ます。 

 

１３．身体拘束 

    事業所は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場

を除き、身体姑息その他利用者の行動を制限する行為は行いません。やむを得ず身体拘束

を行う場合には、緊急やむを得ない理由を記録します。 

 

１４・苦情処理 

    事業所は、利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情受付窓口の設置や第

三者委員会を選任するなど必要な措置を講じます。 

 

１５．第三者評価の実施状況  （ 有  ・  無 ） 

 

実施年月日                  評価機関              

 

 

評価結果                                     

 

１６．苦情相談窓口 

   サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応します。 

※苦情受付窓口  サービス提供責任者   森 脇 佳 子 

  受付時間  月曜日～金曜日 午前８時３０分～午後５時１５分（土・日祝日を除く） 

  電話番号  ０８５５－９２－１４４１ 

  FAX番号  ０８５５－９２－１４４０ 

 

※島根県国民健康保険団体連合会 介護保険係  松江市学園一丁目 7番地 14 

  受付時間  月曜日～金曜日 午前９時００分～午後５時００分（土・日祝日を除く） 

  電話番号  ０８５２－２１－２８１１ 

  FAX番号  ０８５５－６１－９５０１ 

 

※浜田地区広域行政組合 介護保険課  浜田市野原町 859番地 1 

  受付時間  月曜日～金曜日 午前８時３０分～午後５時００分（土・日祝日を除く） 

  電話番号  ０８５５－２５－１５２０ 

  FAX番号  ０８５５－２５－１５０６ 
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※島根県運営適正化委員会  松江市東津田町 1741-3 いきいきプラザ島根 

受付時間  月曜日～金曜日 午前８時３０分～午後５時００分（土・日祝日を除く） 

電話番号  ０８５２－３２－５９１３ 

FAX番号  ０８５５－３２－５９９４ 

 

※江津市 江津市地域包括支援センター 江津市江津町 1525番地  

受付時間  月曜日～金曜日 午前８時３０分～午後５時１５分（土・日祝日を除く） 

電話番号  ０８５５－５２－２５０１ 

FAX番号  ０８５５－５２－１３７４ 

 

 

※ 第三者委員 

渡 邊 信 明  島根県江津市桜江町八戸１３５７番地６ 

           電話番号  ０８５５－９２－１４２３ 

  田 野 美恵子  島根県江津市桜江町鹿賀１９番地２ 

           電話番号  ０８５５－９３－０４２３ 

 

１７．協力関係医療機関等 

   事業者は、下記の医療機関や歯科診療所に協力をいただき、利用者の状態が急変した場合

等には、速やかに対応をお願いするようにしています。 

  ・協力医療機関 

   ・應儀医院  島根県江津市桜江町市山２７４番地 

   ・済生会江津総合病院  島根県江津市江津町１０１６番地３７ 

  ・協力歯科医療機関 

   ・桜江歯科医院 島根県江津市桜江町川戸１０５番地５ 

１８．損害賠償について 

   当事業所において、事業者の責任によりご利用者様に生じた損害については、事業者は、

速やかにその損害を賠償します。 

   ただし、損害の発生について、ご利用者様の故意又は過失が認められた場合には、ご利用

者様の置かれた心身の状況等を斟酌して減額するのが相当と認められた場合には、施設の損

害賠償を減じさせていただきます。 

 

１９．ハラスメント対策 

   事業所は、適切な訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動

又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより

訪問介護員などの就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を

講じます。 

 

 

 

 

   指定相当訪問型サービスの開始に当たり、利用者に対して契約書及び本書面に基づいて重
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要な事項を説明し交付しました。 

 

     

〈事業者〉 

所 在 地   江津市桜江町小田１３８番地１ 

事業所名   訪問介護センターさくらえ 

（指定番号 ３２７１８００３３０） 

      管理者名    森 脇  佳 子       印  

 

説 明 者                   印 

 

 

令和  年  月  日 

 

私は、契約書及び本書面により、事業者から指定介護予防訪問介護サービスについて重要事

項説明を受け同意しました。 

 

      〈 利用者 〉 

        住 所                      

 

 

        氏 名                       

                     印 

 

 

〈利用者代理人（選任した場合）〉 

住 所 

    

                       

 

        氏 名  

                                    印  

（続柄      ） 

 

 

 


